
 

 令和３年度 

事業計画書 
 
 

社会福祉法人 桜谷福祉会 

≪基本理念≫ 
 ① 公益的事業の積極的取組み 
 ② 人権を擁護する 
 ③ 発達支援・自立支援に向けたサービスの確立 
 ④ 医療・教育・福祉の連携強化 
 ⑤ 地域社会との共生 
 
 本年度は、当法人基本理念に基づき、第 4 期経営 5 か年計画（3 年目）を

推進するため、次の目標を掲げて事業を実施する。 
≪目 標≫ 
 ① 法人・各事業所組織の活性化・経営基盤の強化 
 ② 第 4 期経営 5 か年計画（3 年目）の推進 
 ③ 地域貢献に向けた事業実践 
 ④ 人材確保・養成等福祉マンパワー対策の強化 
 ⑤ 新規施設整備事業の積極的展開 
 
 
１ 会 議 
 ① 理事会（6 回） 

当法人・施設運営の業務執行機関として、理事の職務の執行の監督、

事業報告・決算の承認、事業計画、予算等を決議するため、以下の会議

を行う。 
会議名 内容 時期 

第 196 回理

事会 
① 令和 2 年度事業報告案・決算案の審議 
② 令和 2 年度会計監査人の会計監査報告案の

審議 
   決算監査報告 

③ 任期満了に伴う次期評議員選任候補者の推

薦案及び解任案の承認 
④ 任期満了に伴う理事・監事の選任候補者推薦

案の承認 

⑤ 任期満了に伴う会計監査人の選任候補者推

薦案の承認 

令和 3 年 6
月 



⑥ 任期満了に伴う評議員選任・解任委員会の委

員の選任案の承認 
⑦ 定款変更案の審議 
⑧ 第 5 回定時評議員会の招集及び議案提案の

承認 

⑨ 理事の職務の執行状況 

第 197 回理

事会 
① 理事長・専務理事の選任案の承認 
② その他 

令和 3 年 6
月 

第 198 回理

事会 
① 令和 3 年度事業計画 1/4 半期進捗状況案の

承認 
② 令和 3 年度第 1 次補正予算の承認 
③ 理事の職務の執行状況 
④ 法人組織等の検討・その他 

令和 2 年 8
月 

第 199 回理

事会 
① 令和 3 年度事業計画 2/4 半期進捗状況案の

承認 
② 令和 3 年度第 2 次補正予算案の承認 

定期監査報告 
③ 理事の職務の執行状況 
④ 法人組織等の検討・その他 

令和2年11
月 

第 200 回理

事会 
① 諸規程等に関する検討 
② 理事の職務の執行状況 
③ 法人組織等の検討・その他 

令和 3 年 1
月 

第 201 回理

事会 
① 令和 3 年度事業計画 3/4 半期進捗状況案の

承認 

② 令和 3 年度第 3 次補正予算案の承認 

③ 令和 4 年度事業計画案・予算案の承認 
④ 理事の職務の執行状況 
⑤ 法人組織等の検討・その他 

令和 3 年 3
月 

 ② 定時評議員会（1 回） 
   当法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督を行う機関とし

て位置づけ、必置の議決機関として、定款の変更、理事・監事・会計監

査人の選任・解任、理事・監事の報酬の決定、計算書類（貸借対照表及

び収支計算書）及び財産目録等の承認を決議するため、以下の会議を行

う。 
会議名 内容 時期 

第 5 回 
定時評議

員会 

① 令和 2 年度の計算書類（貸借対照表及び収支計

算書）及び財産目録の承認 
    決算監査報告 

② 任期満了に伴う理事・監事の選任案の承認 

令和 3 年 6
月 



③ 任期満了に伴う会計監査人の選任案及び報酬

額決定案の承認 

④ 理事の職務の執行状況 
⑤ 法人組織及び諸規程等の検討・その他 

③ 監事会（2 回） 
   当法人及び各事業所の適正な業務執行・会計処理等について監査する

ため開催する。 
会議名 内容 時期 

決算監査 
理事会・評議員会・各事業所の業務執行状況

及び決算等の監査 

令和 3 年 6 月 

定期監査 
令和 3 年 11
月 

 ④ 評議員選任・解任委員会（1 回） 
   当法人の評議員に関する選任・解任等について手続きのため開催する。 

会議名 内容 時期 
第 3 回 
評議員選任・解任

委員会 

任期満了に伴う評議員の選任・解任に関

する審議 

令和 3 年 6 月 

⑤ 経営会議 
本年度は 3 年に 1 度の制度改正及び報酬改定がなされる年度であり、そ

れらの改正状況を踏まえ、当法人が経営する介護保険事業所個々の事業体の

特性に合わせた事業展開、職員処遇の改善など、介護保険制度及び介護報酬

基準を熟知した経営戦略を立てるため開催する。 
  特に、本年度は 3 年に 1 度の制度改正及び報酬改定がなされる年度であ

り、介護報酬改定は介護報酬全体の改定率プラス 0.7％（4 月～9 月のコ

ロナ特例 0.05％含む）となった。また、新型コロナによる負担増に配慮

し、特別養護老人ホームで約 2.1％増、地域密着型特別養護老人ホームで

約 2.1％増、短期入所生活介護で約 1.7%増、通所介護（7 時間以上 8 時

間未満）で約 1.7％増、地域密着型通所介護（7 時間以上 8 時間未満）で

約 1.6％増など各サービスの基本報酬が引上げられた。 
なお、認知症対応・見取りの推進・リハビリ・口腔・栄養の強化のほ

か、科学的介護の取り組みを評価する内容も多く盛り込まれている。そ

の理由は、「コロナ禍の利用控えで減収になったサービスをやや手厚くな

った」、また、特別養護老人ホームでは栄養マネジメント加算などが基本

サービスに組込まれた。 
この度、介護保険サービスの人員、設備、運営に関する基準の改正省

令案が了承され、令和 3 年度の介護報酬改定に合わせて 4 月 1 日付にて

施行される。同基準は介護保険サービスを提供する事業所・施設が満た

さなければならない要件を定めたものである。また、全サービスに義務

化されたのは、新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策の強化、

頻発する災害などを想定した業務継続の取組み、高齢者虐待の防止推進

で、いずれも 3 年の経過措置期間が設けられた。また、問題が顕在化し



たハラスメントに関する適切な対策も求められた。リスクマネジメント

対策としては、転倒などの事故防止のための対策担当者の選定が義務付

けられることとなった。（経過措置期間 6 か月） 
   また、人材の確保や有効活用の観点から、特別養護老人ホームなどの

1 ユニットの定員を 15 人まで認め、ユニット型と従来型を併設する場合

に介護・看護職員の兼務を可能とすることとなった。 
会議名 内容 時期 

第１回経営会

議 
① 介護保険制度改正・介護報酬改定に対

する理解と対応策 
② 予算執行状況 
③ 課題への対応状況、その他 

令和 3 年 7
月 

第２回経営会

議 
① 介護保険制度改正・介護報酬改定に対

する影響 
② 予算執行状況 
③ 課題への対応状況、その他 

令和 3 年 11
月 

第３回経営会

議 
① 予算執行状況 
② 課題への対応状況 
③ 次年度への課題と対応策 

令和 4 年 2
月 

メンバー（15 名）： 花房専務理事、木本事務局長、眞杉事務長、立坂・鳴瀧・

瀬良施設長、○馬場副施設長、◎絹田事務次長 
花房・木本・内田管理者、北野課長、今井主任生活相談員、

金谷生活相談員、△辻本事務主任 
◎は委員長、○は副委員長、△は書記 

 ⑥ 児童福祉施設の経営・運営改善 
   子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、児童福祉施設に期

待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの養育や保護

者への支援等を通じて適切にその役割や機能を発揮し、処遇の内容の質

を高めなければならない。 
   これらのことを踏まえ、本年度は昨年度に引続き、各児童福祉施設の

現状の把握と課題・問題点の整理を行い、経営の正常化に向けての改善

策等について、児童福祉施設運営会議（毎月）において検討する。 
なお、良質な福祉・保育サービスの提供に向けて、従事職員の研修の

強化、メニューの開発等に努める。また、保育教諭の育成をめざし、幼

稚園教諭免許取得者の増加を重視し、幼稚園教諭免許の取得の奨励に努

める。 
会議名 内容 時期 

第１回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 予算書の見方 
② 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
③ 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 4
月 



第 2 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 5
月 

第 3 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 6
月 

第 4 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 7
月 

第 5 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 8
月 

第 6 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 9
月 

第 7 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 10
月 

第 8 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 11
月 

第 9 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 3 年 12
月 

第 10 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 4 年 1
月 

第 11 回 
児童福祉施設の経

営・運営会議 

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
② 現状と課題の整理、月次報告、

その他 

令和 4 年 2
月 

第 12 回 
児童福祉施設の経

① 各事業所の収支状況、前月の指

示・課題への対応状況 
令和 4 年 3
月 



営・運営会議 ② 現状と課題の整理、月次報告 
③ 次年度への課題と対応策、その

他 

メンバー（18 名）： 花房専務理事、◎絹田事務次長、△辻本事務主任 

絹田・千松・宇陀・伊勢・髙橋・兼本・中河施設長、 
矢野・東谷・神品主任保育士、松村・太田・原岡主任保

育教諭、笹谷主任児童指導員 

オブザーバー  ： 和泉ドリム経営財務代表 
◎は委員長、○は副委員長、△は書記 

⑥ 施設長会 
   当法人の事業規模が拡大していく中、基本理念の浸透、事業計画の進捗、

各事業所間の連携、各委員会の運営状況、各事業所運営上の課題・問題点等

について検証・検討するため開催する。 
会議名 内容 時期 

第１回施設長

会 
① 基本理念の周知徹底方法 
② 事業計画・各委員会の進め方 
③ 各事業所運営上の課題・問題点、その

他 

令和 3 年 4
月 

第２回施設長

会 
① 事業計画の進捗状況 
② 各委員会の運営状況 
③ 各事業所運営上の課題・問題点と対応

策状況 

令和 3 年 7
月 

第３回施設長

会 
① 事業計画の進捗状況 
② 各委員会の運営状況 
③ 各事業所運営上の課題・問題点と対応

策状況 

令和 3 年 10
月 

第４回施設長

会 
① 基本理念の周知結果 
② 事業計画・各委員会の進捗結果 
③ 次年度への課題と対応策 

令和 4 年 2
月 

メンバー（19 名）： 花房専務理事、木本事務局長、眞杉事務長、◎絹田事務次

長、△辻本事務主任 
絹田・立坂・鳴瀧・千松・宇陀・伊勢・髙橋・兼本・中

河・瀬良施設長、○馬場副施設長 

花房・木本・内田管理者 

◎は委員長、○は副委員長、△は書記 

 ⑦ コンプライアンス委員会 
   法令遵守の業務管理体制を図るため、コンプライアンス委員会を設置

し、不正行為の未然防止、利用者保護、介護保険事業所運営の適正化等

について検証・検討するため開催する。 
   特に、本年度は介護制度改正及び介護報酬改定がなされる年度であり、

それらの改正状況を踏まえ、対応策等を検討する。 
会議名 内容 時期 



第１回コンプライア

ンス委員会 
① 本年度の活動計画 
② その他 

令和 3 年 4
月 

第２回コンプライア

ンス委員会 
① 日常点検実施後の検証 
② その他 

令和 3 年 7
月 

第３回コンプライア

ンス委員会 
① 日常点検実施後の検証 
② その他 

令和 3 年 10
月 

第４回コンプライア

ンス委員会 
① 日常点検実施後の検証 
② その他 

令和 4 年 1
月 

第５回コンプライア

ンス委員会 
① 日常点検実施後の検証 
② 次年度への課題、その他 

令和 4 年 3
月 

メンバー（14 名）： ◎立坂・鳴瀧・瀬良施設長、○馬場副施設長、花房・木

本・内田管理者、奥介護課長、北野指導課長 
内田・江角施設ケアマネ、今井主任生活相談員、△金谷・

長田生活相談員 
◎は委員長、○は副委員長、△は書記 

 
２ 第 4 期経営 5 か年計画（3 年目）の推進 

当法人は、「法人のあるべき姿」、「向うべき方向に着実に進んでいく」た

めの具体的目標とプロセスを示すものとして、5 年間（平成 31 年度～令和

5 年度）の期間を対象に、法人の基本理念のもと、『①地域貢献への積極的

展開、②利用者や地域から信頼され選ばれる施設を目指す、③経営基盤の

自立化に裏付けられた自律経営を目指す』の 3 つを重点目標に掲げ、第 4
期経営 5 か年計画（3 年目）に沿って、各事業所において積極的に推進す

る。 
また、経営計画検証委員会を設置し、その進捗状況についての検証を行

う。 
  メンバー（22 名） 

（本部） 木本事務局長、眞杉事務長、△絹田事務次長 
（特養）◎立坂・瀬良施設長、馬場副施設長、奥本介護課長、今井主任生

活相談員、長田生活相談員 
（デイ） 鳴瀧施設長、内田管理者、金谷生活相談員 
（保育） 絹田・○兼本園長、矢野・東谷・神品主任保育士、太田・松

村・原岡主任保育教諭 
（児養） 山崎養護課長、笹谷主任児童指導員 

◎は委員長、○は副委員長、△は書記 
 
３ 地域貢献に向けた事業実践 
  社会福祉法人は、社会福祉事業の中心的な役割を果たすだけでなく、低

所得者への配慮や採算がとれない新しいニーズに対応し、地域福祉のさら

なる実践を進め、地域住民の目に見える形でアピールし、社会福祉法人の

存在意義に対する広い理解を得ていくことが強く求められている。 
  これらのことを踏まえ、市場化されにくい不採算・非効率の支援ニーズ



に対しても、当法人の基本理念に基づいて、地域貢献に向けた活動を実践

していく。 
地域貢献推進委員会：メンバー（18 名） 

（法人） 島田理事、大賀・水野評議員 
（本部） 木本事務局長、辻本事務主任 
（特養） 立坂施設長、眞杉事務長、◎北野指導課長 

    （デイ） 内田管理者、谷口生活相談員 

（居介・在介）〇花房・木本管理者、△北垣相談員 
    （保育） 髙橋・千松園長、太田・原岡主任保育教諭 

（児養） 山崎養護課長 
◎は委員長、〇は副委員長、△は書記 

 １）施設機能・設備の地域開放 
  ① 介護者教室 
  ② 福祉教育の場の提供と世代間交流事業 
  ③ 模擬店等機材の無料貸出し事業 
 ２）低所得者への配慮 
  ① 法人減免 
 ３）災害時の要援護者の支援 
  ① 災害時等の要援護者の緊急受入れ 
  ② 介護・看護職員等の被災地への派遣 
  ③ 福祉避難所として機能開放 
 ４）地域での支援ネットワークの構築 
 ５）ボランティアの養成 
  ① 地域密着型ボランティアの養成事 

ボランティア養成事業プロジェクト会議：メンバー（13 名） 
（法人） 島田理事、大賀・水野評議員 
（本部） 木本事務局長、辻本事務主任 
（施設） 立坂施設長、眞杉事務長、北野指導課長、奥本介護課長、〇金

谷・長田生活指導員 

（在介）◎花房管理者、△北垣相談員 
◎は委員長、〇は副委員長、△は書記 

 ６）その他 
  ① 地域サポート施設の運営 

地域共生社会や地域包括ケアシステムの構築に資する取組や高齢者

等の地域住民がその持てる力を発揮してできる限り自分らしく暮らす

ことにつながる取り組みを行う「地域サポート施設」としての活動内

容を充実させるため、地域貢献推進委員会にて、地域包括支援センタ

ー、赤穂市社会福祉協議会及び地域団体等との情報交換を通じて地域

ニーズを把握したうえで、地域における公益的取組みを実践する。 
地域サポート施設運営委員：メンバー（11 名） 
（市社協）近平事務局長 

（市地域包括支援センター）山本所長 

（法人） 島田理事、大賀・水野評議員 



（本部） 木本事務局長 

（施設） 立坂施設長、奥本介護課長、〇島谷生活指導員 
（在介）◎花房管理者、△北垣相談員 

◎は委員長、〇は副委員長、△は書記 
 
４ 人材確保・養成等福祉マンパワー対策の強化 
  施設利用者の福祉・介護・保育ニーズは多様化している。これらのニー

ズに対応し、サービスの質の向上を図っていくためには、いうまでもなく、

その担い手となる人材の質の確保・向上が必要不可欠である。 
  そのため、人材確保対策委員会を設置し、人材の質の確保・向上に向け

ての取組を積極的に実施する。 
  また、EPA に基づく外国人介護福祉士候補者受入れを活用したフィリピ

ン人介護福祉士候補者の受入及び外国人留学生（福祉系）ベトナム人の受

入れを積極的に実施する。 
  人材確保対策委員会：メンバー（13 名） 
    （本部）◎絹事務次長、△辻本事務主任、藤野事務員 
    （特養） 馬場副施設長、谷口生活相談員、平木機能訓練指導員、大野介

護員 
    （保育） 絹田・兼本園長、原岡主任保育教諭、萩原副主任保育士 
    （児養） 山崎養護課長 

    （在介）〇花房管理者 
◎は委員長、〇は副委員長、△は書記 

  これらのことを踏まえ、福祉マンパワーの確保・養成を推進するため、

より一層の経営努力と組織の活性化・人材養成のため、下記のことを積極

的に実践する。 
 １）人事考課制度の定着 
 ２）指導者養成研修の充実強化 
 ３）専門資格取得の奨励 
 ４）研修体制の強化（OJT、Off－JT） 
 ５）経済連携協定（EPA）に基づく外国人（ベトナム・フィリピン）介護

福祉士候補者及び外国人留学生（福祉系）の受入れ 
 ６）労働環境の整備（職場内の円滑なコミュニケーション） 
７）当法人と学校法人睦学園兵庫大学及び兵庫大学短期大学部との連携 

   当法人及び兵庫大学が包括的な連携のもと、人的・知的財産や特色あ

る資源の活用を図り、福祉・まちづくりの各分野で協力し、活力ある地

域の形成及び発展と相互の人材育成に寄与する。 
兵庫大学との連携協定等に関する実行委員会：メンバー（16 名） 

（本部） 木本事務局長、絹事務次長、△辻本事務主任 
（赤穂） 奥本介護課長、山崎養護課長、金谷生活相談員 
（保育）◎絹田・髙橋園長、原岡主任保育教諭、久岡看護主任、中野厨房

主任 
（西神） 馬場副施設長、長田生活指導員 
（在介）〇花房管理者 



（オブザーバー）兵庫大学 小倉教授、小林准教授 
◎は委員長、〇は副委員長、△は書記 

 
６ 新規施設整備事業の積極的展開 
  兵庫県内における入所待機者（高齢者・児童）の多い地域の介護・保育

ニーズに応えるため、神戸市（西区・灘区・東灘区）、西宮市・明石市（全

域）を中心に民間移管を含め、施設整備事業（特養・保育園）を積極的に

進める。 
  特に本年度は、尼崎市尾浜町 1 丁目 33‐2 のくるみ保育園（定員；40

名）の耐震及び老朽化対策として全面建替え工事を早急に実施すべく、JR
塚口駅周辺にて建設用地確保に向け、今まで以上に積極的に取組まなけれ

ばならない。 
  なお、多様化する介護・保育ニーズに応えるため、「地域包括支援事業」、

「延長保育」、「一時預かり事業」、「地域子育て支援」、「休日保育」等を更

に積極的に取り組まなければならない。また、「病後児保育」、「障がい児保

育」については、行政と調整のうえ、積極的に事業化を検討していく。 
 


